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ら
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国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
の
皆
さ
ま
が
受
け
ら
れ
る
給
付
の
う
ち
、
今
回
は
「
高
額
療
養
費
」「
高
額

介
護
合
算
療
養
費
」
を
ご
紹
介
し
ま
す
。
ま
た
、「
保
険
証
切
替
え
」
の
ご
案
内
や
活
用
す
る
こ
と
で
 

お
薬
代
の
軽
減
に
つ
な
が
る
「
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
」
に
つ
い
て
も
併
せ
て
ご
紹
介
し
ま
す
。 

高
額
療
養
費
 

高
額
介
護
 

合
算
療
養
費
 

医
療
費
が
高
額
に
な
っ
た
場
合
、
 

高
額
療
養
費
が
支
給
さ
れ
ま
す
 

「
医
療
費
」
と
「
介
護
費
」
の
自

己
負
担
額
が
基
準
額
を
超
え
た

と
き
に
払
い
戻
さ
れ
る
給
付
金

が
あ
り
ま
す
 

現
在
、
服
用
し
て
い
る
医
薬
品

を
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
に
変

え
る
こ
と
で
、
医
療
費
が
安
く

抑
え
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
 

切
替
え
の
必
要
な
方
は
、
３
月

29
日
ま
で
に
国
民
健
康
保
険
課

に
て
手
続
を
！
 

　
高
額
療
養
費
と
は
 

　
国
保
加
入
者
が
診
療
を
受
け
る

と
き
、
か
か
っ
た
医
療
費
の
１
割

か
ら
３
割
を
医
療
機
関
の
窓
口
で

負
担
し
ま
す
。
こ
の
負
担
額
が
高

額
に
な
り
、
一
定
の
額
（
自
己
負

担
限
度
額
※
）
を
超
え
た
場
合
に

支
給
さ
れ
る
の
が
高
額
療
養
費
で

す
。
該
当
す
る
人
に
は
、
国
民
健

康
保
険
課
か
ら
「
高
額
療
養
費
支

給
申
請
書
」
が
送
付
さ
れ
、
申
請

し
て
い
た
だ
く
と
高
額
療
養
費
が

支
給
さ
れ
ま
す
。
診
療
を
受
け
た

月
の
翌
月
か
ら
２
年
を
経
過
す
る

と
申
請
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
の

で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。
 

  

　
高
額
な
療
養
費
を
一
度
に
支
払
 

　
わ
ず
に
済
む
制
度
が
あ
り
ま
す
 

　
医
療
費
が
高
額
に
な
る
場
合
で

も
、
限
度
額
適
用
認
定
証
を
提
示

す
る
と
医
療
機
関
で
支
払
う
金
額

の
上
限
が
自
己
負
担
限
度
額
程
度

と
な
り
ま
す
。
 

※
自
己
負
担
額
限
度
額
に
つ
い
て

は
世
帯
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
。

詳
し
く
は
左
記
ま
で
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。
 

 【
問
い
合
わ
せ
】
 

国
民
健
康
保
険
課
　
給
付
係
 

 
８
７
６
―

１
２
３
４
 

（
内
線
３
７
１
３
〜
３
７
１
５
）
 

介護費　　　　　　　　医療費 

 

　
高
額
介
護
合
算
療
養
費
と
は
 

　
世
帯
内
で
同
一
の
医
療
保
険
の

被
保
険
者
が
一
年
間
に
支
払
っ
た

医
療
費
と
介
護
費
の
自
己
負
担
額

の
合
計
が
基
準
額
（
下
記
表
）
を

超
え
た
と
き
に
払
い
戻
さ
れ
る
給

付
金
を
「
高
額
介
護
合
算
療
養
費
」

と
い
い
ま
す
。
該
当
す
る
方
に
は
、

国
民
健
康
保
険
課
か
ら
「
高
額
介

護
合
算
療
養
費
等
支
給
申
請
書
兼

自
己
負
担
額
証
明
書
交
付
申
請
書
」

が
送
付
さ
れ
ま
す
。
申
請
し
な
い

と
高
額
介
護
合
算
療
養
費
が
支
給

さ
れ
ま
せ
ん
の
で
、
申
請
を
し
忘

れ
な
い
よ
う
ご
注
意
く
だ
さ
い
。
 

【
問
い
合
わ
せ
】
 

国
民
健
康
保
険
課
　
給
付
係
 

 
８
７
６
―

１
２
３
４
 

（
内
線
３
７
１
３
〜
３
７
１
５
）
 

　
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
っ
て
 

　
ど
ん
な
お
薬
な
の
？
 

　
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
（
後
発

医
薬
品
）は
、
新
薬
（
先
発
医
薬
品
）

の
販
売
特
許
の
有
効
期
間
が
切
れ

た
後
に
、
新
薬
と
同
じ
有
効
成
分

の
も
と
開
発
さ
れ
た
医
薬
品
の
こ

と
を
い
い
ま
す
。
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク

医
薬
品
は
、
既
に
検
査
済
の
有
効

成
分
を
用
い
る
た
め
、
開
発
に
か

か
る
費
用
が
少
な
く
、
製
造
の
原

価
が
安
価
に
な
る
分
、
新
薬
の
三

割
か
ら
七
割
の
価
格
で
購
入
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
 

　
し
た
が
っ
て
、
新
薬
と
同
等
の

効
能
を
持
つ
医
薬
品
を
安
価
に
購

入
で
き
る
た
め
、
お
薬
に
か
か
る
費

用
を
軽
減
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
 

 　
服
用
中
の
お
薬
を
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
 

　
医
薬
品
に
変
え
る
と
金
額
は
ど
 

　
の
く
ら
い
変
わ
る
ん
だ
ろ
う
？
 

　
現
在
、
服
用
し
て
い
る
医
薬
品

を
、
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
に
変

更
し
た
際
に
見
込
め
る
自
己
負
担

軽
減
額
を
お
知
ら
せ
す
る「
ジ
ェ
ネ

リ
ッ
ク
医
薬
品
差
額
通
知
書
」
を

三
か
月
に
一
度
、
皆
さ
ま
へ
送
付

し
て
い
ま
す
の
で
、
そ
ち
ら
を
参

考
に
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
ジ
ェ

ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
差
額
通
知
書
が

送
付
さ
れ
て
い
な
い
方
も
、
ジ
ェ

ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
に
変
更
す
る
こ

と
が
で
き
る
た
め
、
変
更
を
希
望

さ
れ
る
方
は
、
か
か
り
つ
け
の
医

師
、
薬
剤
師
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
 

　
た
だ
し
、
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬

品
の
購
入
に
は
、
薬
局
な
ど
で
購

入
で
き
る
一
般
の
市
販
薬
と
異
な

り
、
医
師
か
ら
の
処
方
せ
ん
が
必

要
と
な
り
ま
す
。
 

　
ま
た
、
処
方
せ
ん
の
右
下
に
記

載
さ
れ
て
い
る
「
後
発
医
薬
品（
ジ

ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
）
へ
の
変
更

不
可
」
の
欄
に
医
師
の
署
名
ま
た

は
記
名
・
押
印
が
無
い
こ
と
が
、

条
件
と
な
り
ま
す
。
（
下
図
参
照
）
 

 
 

　
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
の
 

　
安
全
性
は
？
 

 
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
は
、
厚

生
労
働
省
が
使
用
を
承
認
し
て
い

ま
す
の
で
安
全
で
す
が
、
薬
の
メ

ー
カ
ー
に
よ
っ
て
は
、
含
有
さ
れ

る
添
加
物
が
新
薬
な
ど
と
異
な
る

場
合
も
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
全
て
 

の
新
薬
に
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品

が
製
造
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
今
ま
で
服
用
さ
れ
て

い
た
医
薬
品
を
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医

薬
品
に
変
更
し
た
い
場
合
は
、
医

師
や
薬
剤
師
の
方
と
ご
相
談
す
る

こ
と
を
お
勧
め
し
ま
す
。
 

   

　
次
の
①
、
②
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
方
は
、
国
民
健
康
保
険
課

窓
口
で
保
険
証
の
切
替
え
が
必
要

で
す
。
 

①
平
成
24
年
度
国
民
健
康
保
険
税

第
７
期
ま
で
が
平
成
25
年
１
月
31

日
ま
で
に
納
付
さ
れ
て
い
な
い
世

帯
の
被
保
険
者
（
た
だ
し
、
平
成

７
年
４
月
２
日
以
降
生
ま
れ
の
被

保
険
者
は
保
険
証
を
郵
送
し
ま
す
）
 

②
修
学
特
例
（
マ
ル
学
）
ま
た
は

遠
隔
地
（
マ
ル
遠
）
の
被
保
険
者

　
該
当
者
に
は
、
切
替
日
を
指
定

し
て
世
帯
主
宛
て
に
、
２
月
中
旬

頃
に
は
が
き
で
通
知
し
ま
す
（
切

替
え
に
必
要
な
物
は
、
は
が
き
で

ご
確
認
く
だ
さ
い
）。
 

※
滞
納
が
あ
る
方
は
、
切
替
え
の

際
に
納
税
相
談
が
必
要
と
な
り
ま

す
。
 

 
指
定
の
日
に
来
庁
で
き
な
い
場

合
は
、
必
ず
３
月
29
日
ま
で
に
来

庁
し
切
替
え
を
し
て
く
だ
さ
い
。
 

 場
所
 

浦
添
市
役
所
１
階
 

国
民
健
康
保
険
課
15
番
窓
口
 

受
付
時
間
　
 

午
前
８
時
30
分
〜
11
時
30
分
 

午
後
１
時
〜
４
時
30
分
 

※
上
記
①
②
以
外
の
方
は
、
４
月

１
日
か
ら
有
効
の
新
し
い
保
険
証

を
、
２
月
中
旬
頃
か
ら
ピ
ン
ク
色
の

封
筒
（
簡
易
書
留
）で
郵
送
し
ま
す
。
 

 【
問
い
合
わ
せ
】
 

国
民
健
康
保
険
課
 

 
８
７
６
―

１
２
３
４
 

（
内
線
３
７
１
７
〜
３
７
２
５
）
 

 

お
薬
代
を
軽
減
す
る
コ
ツ
 

 
 
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
を
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
利
用
し
よ
う
！
 

 

保
険
証
の
切
替
え
 

が
始
ま
り
ま
す
 

 

【
問
い
合
わ
せ
】
 

国
民
健
康
保
険
課
　
給
付
係
 

 
８
７
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１
２
３
４
 

（
内
線
３
７
１
３
〜
３
７
１
５
）
 

 

670,000円 

620,000円 

310,000円 

190,000円 

1,260,000円 

670,000円 

340,000円 

基準額 

70歳～74歳　　　　70歳未満 

現役並み所得者 

上位所得者 

一般 

低所得者Ⅱ 

低所得者Ⅰ 

ジェネリック医薬品が利用できる処方せん【例】 

 処方せん 

 

浦添太郎　様 

後発医薬品（ジェネリック医薬品）へ 

の変更が全て不可の場合、以下の署名 

または記名・押印 

保険医署名 

 

国民健康保険税　第８期の納期限は、 

２月28日（木）です。 
納付忘れにご注意ください。 

 

【問い合わせ】 

国民健康保険課（内線3717～3725） 

 

 

 

 

 


